
   玄海町障害者等日常生活用具給付及び日常生活用具貸与事業実施要綱 

 

 

 （目的） 

第１条  この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第１項第６号の規定

に基づき、在宅の障害者及び障害児並びに難病患者等（治療方法が確立していない

疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行令（平成１８年政令第１０号）で定めるものによる障害の程度が

厚生労働大臣が定める程度である者）（以下「障害者等」という。）に対し、日常

生活用具（以下「用具」という。）を給付又は貸与することにより日常生活の便宜

を図り、障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。 

 （用具の種目） 

第２条  給付又は貸与の対象となる用具の種目は、別表第１の「種目」欄に掲げる用

具とする。 

  (給付対象者） 

第３条 用具の給付対象者は、町内に居住する在宅者で、別表第１の「対象者」欄に掲

げる障害者等とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、用具のうち人工喉頭、人工鼻、ストマ用装具、紙おむ

つ及び頭部保護帽は、次に掲げる者又は入院中の者についても給付対象者とする。 

 (1) 法第１９条第３項に規定する特定施設入所障害者 

 (2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２第１項に規定する指 

定障害児入所施設等に入所している者 

 (3) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人福祉施 

設に入所している者 

 (4) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２７項に規定する介護老人 

保健施設に入所している者 

３ 前２項の規定にかかわらず、介護保険法の規定による介護給付その他の法令に基

づく給付であって用具の給付に相当するものを受けることができる者は、当該用具

の給付の対象としない。 

４ 既に給付を受けている用具と同一目的の用具については、前回の給付日から別表

第１の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、給付対象外とする。

ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難になった場合

その他町長が特に認める場合は、この限りではない。 

 



  (貸与対象者） 

第４条 用具の貸与対象者は、前条第１項に掲げる者であって所得税非課税世帯及び

生活保護世帯に属する者とする。 

 （用具の給付又は貸与の申請） 

第５条 用具の給付又は貸与を受けようとする者又はその保護者（以下「申請者」と

いう。）は、日常生活用具給付・貸与申請書（様式第１号）又は住宅改修費給付申

請書（様式第１号の２）及び当該費用に係る見積書を町長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の場合において、点字図書給付申請時には国が指定した点字図書給付対象出

版施設（以下「出版施設」という。）が発行する点字図書発行証明書を添付し、住

宅改修費給付申請時には、工事図面、現況の写真を添付しなければならない。 

３ 第１項の場合において、人工鼻、ストマ用装具及び紙おむつの給付については、

４箇月分までを限度とし一括して申請することができる。 

４ 第１項の場合において、難病患者等については、日常生活用具給付・貸与申請書

又は住宅改修費給付申請書に難病患者等日常生活用具給付診断書（様式第１号の３）

を添付しなければならない。ただし、対象者が現に他の事業の提供を受けており、

症状等の確認ができる場合は、これを省略することができる。 

 （用具の給付又は貸与の決定） 

第６条 町長は、前条に規定する日常生活用具給付・貸与申請書又は住宅改修費給付

申請書を受理したときは、課税状況及び生活保護状況等の調査を行い速やかに調査

書（様式第２号）を作成し、給付又は貸与の可否を決定するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により給付又は貸与の決定をしたときは、申請者に対し日常

生活用具給付決定通知書（様式第３号）又は住宅改修費給付決定通知書（様式第３

号の２）若しくは日常生活用具貸与決定通知書（様式第４号）によって通知するも

のとし、給付又は貸与の却下を決定したときは、申請者に対し日常生活用具給付・

貸与却下決定通知書（様式第５号）によって通知するものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により給付の決定をしたときは、申請者に対し日常生活用

具給付券（様式第６号）又は住宅改修費給付券（様式第６号の２）を交付するもの

とする。 

 （貸与の取消し） 

第７条 町長は、第６条第１項の規定により貸与の決定を受けた障害者等が、次の各

号のいずれかに該当したときは、貸与の決定を取消すことができるものとする。 

 (1) 第４条に規定する要件に該当しなくなったとき 

 (2) その他、町長が適当でないと認めたとき 

２ 町長は、前項の規定により貸与の決定を取消したときは、日常生活用具貸与取消



し決定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

 （用具の給付又は貸与） 

第８条 町長は、用具の給付又は貸与を行う場合には、用具の製作又は販売を業とす

る者（以下「業者」という。）に依頼して給付又は貸与を行うものとする。 

２ 用具の給付の決定通知を受けた者は、速やかに日常生活用具給付券又は住宅改修

費給付券を業者に提出し、用具の給付を受けるものとする。 

 （貸与の期間） 

第９条 用具の貸与期間は、貸与を受けた者が施設等への入所、転出及び死亡その他

の事情により、用具を必要としなくなるまでの期間とする。 

 （貸与の返還） 

第１０条 貸与を受けた者又はその保護者は、当該用具を必要としなくなったときは、

速やかに町長に対し日常生活用具貸与返還届出書（様式第８号）を提出しなければ

ならない。 

  （費用の負担） 

第１１条 用具の給付を受ける者又はその保護者の負担する額（以下「自己負担額」

という。）は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 費用が別表第１の基準額と同額の場合は、基準額の１００分の１０に相当す  

る額 

 (2) 費用が別表第１の基準額を超える場合は、基準額の１００分の１０に相当す  

る額及び基準額を超える額 

 (3) 費用が別表第１の基準額を下回る場合は、当該費用の１００分の１０に相当  

する額 

２ 用具の給付決定者は、用具の給付を受けるとき前項に規定する自己負担額を直接

業者に支払うものとする。 

３ 用具のうち点字図書の給付を受ける者又はその保護者は、同条第１項及び第２項

の規定にかかわらず、出版施設が発行する点字図書発行証明書に記載されている自

己負担額（一般図書価格額）を点字図書の給付を受ける際、出版施設に支払わなけ

ればならない。 

４ 用具の貸与は、無償とする。 

 （所得制限及び利用者負担上限額） 

第１２条 第３条の規定にかかわらず、給付対象者については法第７６条第１項のた

だし書きに該当する者については、給付の対象としない。 

２ 前条第１項の規定にかかわらず、当該同一の月における給付決定者の負担上限額

は、法第７６条第２項の規定を準用する。 

 



 （費用の請求） 

第１３条 用具を給付した業者が町長に請求できる金額は、用具の給付に必要な用具

の購入に要する費用から自己負担額を控除した額（以下「公費負担額」という。）

とする。 

 （用具の管理） 

第１４条 用具の給付を受けた者又はその保護者及び用具の貸与を受けた者又はその

保護者は、当該用具を目的に反して使用してはならない。 

２ 用具の給付を受けた者又はその保護者は、当該用具を目的に反して使用したとき

は、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を町長に返還しなければならない。 

３ 用具の貸与を受けた者又はその保護者は、当該用具を破損・滅失したときは、直

ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。 

４ 用具の貸与を受けた者又はその保護者は、当該用具の貸与の目的に反したときは、

速やかに町長に用具を返還しなければならない。 

  （損害賠償） 

第１５条 用具の貸与を受けた者又はその保護者は、故意又は重大な過失により、用

具をき損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。 

 （台帳の整理） 

第１６条 町長は、用具の給付又は貸与の状況を明確にするため日常生活用具給付・  

貸与台帳（様式第９号）、住宅改修費給付台帳（様式第１０号）及び点字図書給付  台

帳（様式第１１号）を整備するものとする。 

  

    附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２８年７月１５日要綱第３０号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成２８年度から適用する。 

附 則（平成２８年１０月３日要綱第３９号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成２８年１月１日から適用する。 

   附 則（平成２８年１２月２７日要綱第４７号） 

この要綱は、告示の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

   附 則（平成３１年３月２５日要綱第１６号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

  附 則（令和２年１２月９日要綱第６０号） 

この要綱は、令和５年度分の扶助費から適用する。 

  附 則（令和５年３月２８日要綱第３２号） 

 


